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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視で屈曲若しくは湾曲形状をなすコーナーを含む家具本体と、前記コーナーに配置
されるとともに、スライダを介して家具本体から出し入れ可能に設けられたコーナー引き
出しと、このコーナー引き出しの少なくとも一方の側方に配置されるとともに、所定の収
納対象物を収納可能なスペース利用部材とを備え、
　前記コーナー引き出しは、家具本体のコーナー前方に配置される前部材と、この前部材
の後方に連設されるとともに、内部に収納空間を有する収納体とを含み、
　前記スペース利用部材は、前記コーナー引き出しを引き出したときに、家具本体の前方
からアクセス可能な位置に移動可能に設けられているとともに、前記スペース利用部材は
、前記収納体の高さ領域と異なる高さ領域であって、前部材の高さ領域内に設けられてい
ることを特徴とする家具。
【請求項２】
　前記スペース利用部材は、前記コーナー引き出しを引き出したときに、収納体の上方に
移動可能に設けられていることを特徴とする請求項１記載の家具。
【請求項３】
　前記家具本体は、スペース利用部材の移動方向に沿う起立面部を含み、
　前記スペース利用部材は、起立面部との間に設けられた移動部材を介して移動可能に設
けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【請求項４】
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　前記家具本体は、スペース利用部材の下側に配置された支持面部を含み、
　前記スペース利用部材は、支持面部との間に設けられた移動部材を介して移動可能に設
けられていることを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【請求項５】
　前記スペース利用部材は、前記家具本体に回動手段を介して回動可能に支持されている
ことを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【請求項６】
　前記回動手段とスペース利用部材との間にスライド手段を設け、当該スライド手段を介
してスペース利用部材をコーナー前方に移動可能に設けたことを特徴とする請求項５記載
の家具。
【請求項７】
　前記スペース利用部材は、移動部材を介して移動可能に設けられ、この移動部材は、前
記コーナー引き出しを引き出す移動により、スペース利用部材を初期位置からコーナー前
方に移動させる一方、コーナー引き出しを押し戻す移動により、スペース利用部材を初期
位置側に移動させることを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【請求項８】
　前記スペース利用部材とコーナー引き出しとは連結部材により連結されている一方、コ
ーナー引き出しを回転させるヒンジ部材を設け、
　前記連結部材は、コーナー引き出しの前記回転により、スペース利用部材を初期位置と
コーナー前方との間で移動可能に設けたことを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【請求項９】
　前記スペース利用部材は、移動部材を介して移動可能に設けられ、この移動部材は、コ
ーナー引き出しの引き出し方向に沿ってスペース利用部材を移動させる第１のスライド手
段と、前記引き出し方向と平面視で交わる方向にスペース利用部材を移動させる第２のス
ライド手段とを備えていることを特徴とする請求項１又は２記載の家具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーナーを有する家具に係り、更に詳しくは、コーナーに設けられた引き出
しの側方を収納空間として利用することができる家具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、キッチン等において、特許文献１に開示されるタイプのキャビネットが利用
されている。同文献のキャビネットは、図２７に示されるように、平面視で屈曲形状をな
すコーナーＣを備えたキャビネット本体１０１と、このキャビネット本体１０１のコーナ
ーＣの前方に引き出し可能なコーナー引き出し１０２とを備えて構成されている。このよ
うな構成では、キャビネット本体１０１の内部におけるコーナー引き出し１０２の左右両
側領域（図２７中二点鎖線で示す領域）がデッドスペース１０３になるという問題がある
。そこで、前記デッドスペース１０３の問題を解消するものとして、例えば、特許文献２
に開示されるタイプのものがある。
【０００３】
　特許文献２において、キャビネット本体のコーナーには、床面上を転動するキャスター
付きのワゴンが配置され、当該ワゴンの左右両側領域には、コーナー前方にスライド移動
可能な収納ラックがそれぞれ設けられている。このような構成によれば、ワゴン及び各収
納ラックに収納対象物を収納可能となり、図２７のようなデッドスペース１０３が生じる
ことが回避される。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１５３３３８号公報
【特許文献２】特開２００２－２８０３９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献２の構成にあっては、キャスターだけによってワゴンをスライ
ド移動するため、当該スライド移動時にキャスターの向きが変わってワゴンが蛇行する等
、ワゴンの移動軌跡にばらつきが生じ易くなる。このため、ワゴンをキャビネット本体内
に押し戻したときに、ワゴンの前面板と隣り合う引き出し等の前面板とが干渉したり、そ
れら前面板が面一に揃い難くなるという不都合を生じる。
　また、収納ラックを出し入れする場合、特許文献２の図２及び図４（ｂ）に示されるよ
うに、ワゴンと収納ラックとの干渉を回避すべく、コーナー前方から離れた場所にワゴン
を移動させる作業が不可避となる。この作業は、ワゴンが他の引き出しの前面板等にぶつ
からないように行う必要があるため、時間を要するばかりでなく使用者に手間を強いると
いう不都合もある。
　特に、キャビネット本体を平面視コ字状となる屈曲形状にする等、コーナー前方の作業
領域が狭くなると、ワゴンをコーナーから離れた場所に移動する途中でワゴンが他の引き
出しの前面板等に接触し易くなるため、ワゴンの移動作業がより煩雑になるという不都合
を招来する。
【０００６】
　［発明の目的］
　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、コーナー
引き出しの移動軌跡を安定させつつ、コーナー引き出しの側方のスペースを有効に利用で
き、当該スペースへの収納対象物の出し入れを容易に行うことができる家具を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明は、平面視で屈曲若しくは湾曲形状をなすコーナーを
含む家具本体と、前記コーナーに配置されるとともに、スライダを介して家具本体から出
し入れ可能に設けられたコーナー引き出しと、このコーナー引き出しの少なくとも一方の
側方に配置されるとともに、所定の収納対象物を収納可能なスペース利用部材とを備え、
　前記コーナー引き出しは、家具本体のコーナー前方に配置される前部材と、この前部材
の後方に連設されるとともに、内部に収納空間を有する収納体とを含み、
　前記スペース利用部材は、前記コーナー引き出しを引き出したときに、家具本体の前方
からアクセス可能な位置に移動可能に設けられているとともに、前記スペース利用部材は
、前記収納体の高さ領域と異なる高さ領域であって、前部材の高さ領域内に設けられる、
という構成を採っている。
【０００８】
　本発明において、前記スペース利用部材は、前記コーナー引き出しを引き出したときに
、収納体の上方に移動可能に設けられる、という構成を採用することができる。
【００１０】
　更に、前記家具本体は、スペース利用部材の移動方向に沿う起立面部を含み、
　前記スペース利用部材は、起立面部との間に設けられた移動部材を介して移動可能に設
けられる、という構成も採ることができる。
【００１１】
　また、前記家具本体は、スペース利用部材の下側に配置された支持面部を含み、
　前記スペース利用部材は、支持面部との間に設けられた移動部材を介して移動可能に設
けられている、という構成を採ることが好ましい。
【００１２】
　更に、前記スペース利用部材は、前記家具本体に回動手段を介して回動可能に支持され
る、という構成を採用するとよい。
【００１３】
　また、前記回動手段とスペース利用部材との間にスライド手段を設け、当該スライド手
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段を介してスペース利用部材をコーナー前方に移動可能に設ける、という構成を採用する
こともできる。
【００１４】
　更に、前記スペース利用部材は、移動部材を介して移動可能に設けられ、この移動部材
は、前記コーナー引き出しを引き出す移動により、スペース利用部材を初期位置からコー
ナー前方に移動させる一方、コーナー引き出しを押し戻す移動により、スペース利用部材
を初期位置側に移動させる、という構成も好ましくは採用される。
【００１５】
　また、前記スペース利用部材とコーナー引き出しとは連結部材により連結されている一
方、コーナー引き出しを回転させるヒンジ部材を設け、
　前記連結部材は、コーナー引き出しの前記回転により、スペース利用部材を初期位置と
コーナー前方との間で移動可能に設ける、という構成も採ることができる。
【００１６】
　更に、前記スペース利用部材は、移動部材を介して移動可能に設けられ、この移動部材
は、コーナー引き出しの引き出し方向に沿ってスペース利用部材を移動させる第１のスラ
イド手段と、前記引き出し方向と平面視で交わる方向にスペース利用部材を移動させる第
２のスライド手段とを備える、という構成を採用するとよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スライダを介してコーナー引き出しを安定した軌跡に沿って移動する
ことができる。これにより、従来のワゴンのように移動軌跡にばらつきが生じることを回
避でき、隣り合う引き出しと位置的に不揃いになることを防止することが可能となる。ま
た、コーナー引き出しの側方領域にスペース利用部材を設けたので、当該側方領域を有効
利用して収納空間の拡大化を図ることができる。しかも、コーナー引き出しを引き出した
状態で、スペース利用部材が家具本体前方からアクセス可能な位置に移動し、スペース利
用部材への収納対象物の出し入れを行うことができる。これにより、従来のように、コー
ナーから離れた位置にワゴンを移動させる作業を省略でき、家具本体の前面側の損傷を防
止できる他、収納対象物の出し入れも迅速且つ容易に行うことが可能となる。
　ここで、コーナー引き出しの収納体と異なる高さ領域にスペース利用部材を設けた場合
には、収納体とスペース利用部材とを上下に重なるように位置させることができる。これ
により、例えば、コーナー引き出しを引き出した状態で、収納体の上方であって家具本体
の前部より手前側にスペース利用部材を移動できるようになり、当該スペース利用部材へ
の収納対象物の出し入れをより楽に行うことが可能となる。
　また、前述の各種部材を介してスペース利用部材を移動させることにより、コーナー引
き出し及び家具本体のサイズや形状に応じて、スペース利用部材に収納対象物を出し入れ
し易いような設計を採用することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しながら説明する。
　なお、本明細書及び特許請求の範囲における方向若しくは位置を示す用語は、コーナー
の入隅側を正面視した場合すなわち図１中矢印Ａ方向から見た場合を基準とし、「前」と
は、矢印Ａ方向から見た場合の手前側を示す一方、「後」とは、同奥行き側について用い
られる。
　また、「スライダ」とは、被移動対象物の移動方向に沿って延びる部材を含み、意図的
な操作を行わない限り、略一定の軌跡に沿って被移動対象物を移動させるものである。
【００１９】
［第１実施形態］
　図１には、第１実施形態に係るキャビネットの概略斜視図が示されている。この図にお
いて、家具としてのキャビネット１０は、特に限定されるものでないが、本実施形態では
、キッチン用のキャビネットとして用いられる。このキャビネット１０は、平面視で略Ｌ
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字状の屈曲形状をなすコーナーＣを含む家具本体としてのキャビネット本体１１と、この
キャビネット本体１１のコーナーＣに配置された上下二段のコーナー引き出し１２，１２
と、これらコーナー引き出し１２，１２の左右両側にそれぞれ設けられた複数のサイド引
き出し１３とを備えて構成されている。
【００２０】
　前記キャビネット本体１１は、略Ｌ字状の平面形状に設けられた天板１５と、この天板
１５の図１中左右両側における下方位置に設けられるとともに、前記サイド引き出し１３
，１３を収容する一対のサイド箱体１６，１６と、各サイド箱体１６，１６の間であって
前記コーナーＣに位置するとともに、コーナー引き出し１２，１２を収容するコーナー箱
体１７とを備えて構成されている。
【００２１】
　前記コーナー箱体１７は、図２及び図３に示されるように、上下方向に沿ってそれぞれ
延びるとともに、前方に向かうに従って次第に接近する左右一対の側板２０，２０と、こ
れら側板２０，２０の後端側にそれぞれ位置するとともに、コーナーＣ後部において平面
視略直角に連結される左右一対の背板２１，２１と、各側板２０，２０の上部前端側にそ
れぞれ連結される左右一対の前板２２，２２及び下部前端側にそれぞれ連結される左右一
対の蹴込み板２３，２３と、当該蹴込み板２３，２３の上端側に位置する底板２５と、こ
の底板２５から上方に延びて前後方向に向けられるとともに、コーナー引き出し１２の左
右両側に位置する一対の仕切板２６，２６とを備えて構成されている。
【００２２】
　側板２０，２０の前端、前板２２，２２及び蹴込み板２３，２３の間には、コーナー引
き出し１２により閉塞される開口部２７が形成される。右側の前板２２は、その後端が左
側の背板２１に連結されるとともに、延出方向中間部において渡設板２９を介して右側の
背板２１に連結される。各仕切板２６，２６の前端側及び後端側は、隣接する側板２０，
２０若しくは背板２１，２１に連結板３０を介してそれぞれ連結されている。
【００２３】
　図１及び２に示されるように、前記上段のコーナー引き出し１２より下段のコーナー引
き出し１２の方が、前部材としての前板３２の上下高さが大きく形成されている。各コー
ナー引き出し１２は、図３ないし図５に示されるように、コーナーＣ前方に配置され、天
板１５のコーナーＣにおける前端に沿って平面視略Ｌ字状をなす前記前板３２と、この前
板３２の後方に連設されるとともに、上方を開放して内部に収納空間３３を有する収納体
３４と、前板３３の前面に取り付けられた把手３５とを備えて構成されている。上段のコ
ーナー引き出し１２は、前板３２の上下高さが収納体３４の上下高さより若干大きく形成
されている。一方、下段のコーナー引き出し１２は、前板３２の上下高さが収納体３４の
上下高さの約３倍以上となるように形成されている。
【００２４】
　前記収納体３４は、前板３２と略平行に配置されて当該前板３２と同様に平面視略Ｌ字
状に形成された背板３７と、前板３２と背板３７との間に設けられた一対の側板３８，３
８と、前板３２、背板３７及び各側板３８，３８の下部間に位置する底板３９とを備えて
構成されている。側板３８，３８と前記仕切板２６，２６との間には、スライダ４１，４
１が設けられ、当該スライダ４１，４１を介してコーナー引き出し１２を前後方向（図３
中上下方向）に沿って出し入れできるようになっている。ここで、図３に示されるように
、コーナー引き出し１２の側方すなわち左右両側には、スペース利用部材４３，４３がそ
れぞれ配置されている。
【００２５】
　前記各スペース利用部材４３，４３は、側板２０，背板２１及び仕切板２６で囲まれる
領域に配置されている。スペース利用部材４３は、平面視で略直角二等辺三角形状に形成
された底部材４５と、この底部材４５の側板２０，背板２１及び仕切板２６に沿う端部側
から立設された第１ないし第３の側部材４６～４８とを備え、所定の収納対象物を収納可
能な有底容器状に形成されている。側板２０及びこれに沿う第１の側部材４６の間には、
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移動部材としてのスライダ５０が設けられている。スペース利用部材４３は、スライダ５
０を介して側板２０の内面に片持ち支持され、且つ、コーナーＣ前方にスライド移動でき
るようになっている（図７参照）。ここにおいて、側板２０の内面がスペース利用部材４
３の移動方向に沿う起立面部とされる。
【００２６】
　図４ないし図６に示されるように、各スペース利用部材４３，４３は、上下のコーナー
引き出し１２，１２の収納体３４の高さ領域と異なる高さ領域であって、下段のコーナー
引き出し１２の前板３２の高さ領域内に設けられている。具体的には、図３中左側すなわ
ち図４に示されるスペース利用部材４３は、その上端位置が下段のコーナー引き出し１２
における前板３２の上端より若干低い位置に設定されている。一方、図３中右側すなわち
図５に示されるスペース利用部材４３は、その下端位置が下段のコーナー引き出し１２に
おける収納体３４の上端より若干高い位置に設定され、且つ、その上端位置が左側のスペ
ース利用部材４３の下端位置より低い位置（図６参照）に設定されている。
【００２７】
　なお、図４及び図５に示されるように、各仕切板２６，２６において、スペース利用部
材４３，４３の第３の側部材４８に対向する領域には開放部５１が形成され、当該開放部
５１を通過して各スペース利用部材４３，４３がコーナーＣ前方に移動できるようになっ
ている。
【００２８】
　以上の構成において、スペース利用部材４３，４３に収納対象物を出し入れする場合、
図７に示されるように、下段のコーナー引き出し１２を前方に引き出した後、スペース利
用部材４３をコーナーＣ前方（同図中二点鎖線で示される方向）に引き出せばよい。この
際、各スペース利用部材４３，４３及び収納体３４は、前述した高さ領域に設けられるた
め、それらが相互に干渉することなく引き出すことができる。この状態で、スペース利用
部材４３，４３は、前記開口部２７に跨るようになり、使用者によりアクセス可能な位置
、すなわち、収納対象物の出し入れを行える位置に移動することとなる。
【００２９】
　従って、このような第１実施形態によれば、コーナー引き出し１２を前記スライダ４１
によって安定して移動できる他、相互に高さ領域が異なる左右一対のスペース利用部材４
３，４３を設けたので、キャビネット本体１１内におけるコーナー引き出し１２の左右両
側に収納対象物を収納することが可能となる。また、前方に引き出された下段のコーナー
引き出し１２における収納体３４の上方に、各スペース利用部材４３，４３を配置するこ
とができ、その内部に収納対象物の出し入れを容易且つ迅速に行えるという効果を得る。
【００３０】
　次に、本発明の第１実施形態以外の実施形態について説明する。なお、以下の説明にお
いて、前記第１実施形態と同一若しくは同等の構成部分については必要に応じて同一符号
を用いるものとし、説明を省略若しくは簡略にする。
【００３１】
　［第２実施形態］
　図８ないし図１１には、本発明のキャビネットに係る第２実施形態が示されている。こ
の第２実施形態は、各スペース利用部材４３，４３を下側から支持してスライド移動可能
としたものである。各スペース利用部材４３，４３の下側には、略水平方向に向けられた
支持板５４，５４がそれぞれ設けられ、各支持板５４，５４は、側板２０、背板２１及び
仕切板２６の各内面により支持されている。支持板５４の上面は支持面部５４Ａとされ、
当該支持面部５４Ａとスペース利用部材４３における底部材４５の下面との間に移動部材
としてのスライダ５５が設けられている。スライダ５５は、スペース利用部材４３毎に二
本ずつ設けられるとともに、スペース利用部材４３の移動方向に沿って伸縮自在とされて
いる。これにより、図１１に示されるように、第１実施形態と同様にしてスペース利用部
材４３をコーナーＣ前方に引き出し移動することができ、この状態で、スペース利用部材
４３にアクセスして収納対象物の出し入れを行えるようになっている。
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【００３２】
　従って、このような第２実施形態によれば、第１実施形態と同様の効果が得られる他、
スライダ５５及び支持板５４を介してスペース利用部材４３を下側からしっかりと支持す
ることができる。
【００３３】
　［第３実施形態］
　図１２には、本発明のキャビネットに係る第３実施形態が示されている。この第３実施
形態は、各スペース利用部材４３，４３を回動可能に設けたものである。各スペース利用
部材４３，４３は、第１及び第３の側部材４６，４８の連結位置において、回動手段とし
てのヒンジ５８を介して側板２０の内面に支持されている。これにより、スペース利用部
材４３は、ヒンジ５８を中心位置として回動させることにより、図１２中二点鎖線で示す
位置を通ってコーナーＣ前方に移動可能となり、その内部に容易にアクセス可能となる。
なお、各スペース利用部材４３，４３の第３の側部材４８は、第１の側部材４６と略同一
長さとされ、前記回動時に仕切板２６に干渉しないようになっている。
【００３４】
　［第４実施形態］
　図１３及び図１４には、本発明のキャビネットに係る第４実施形態が示されている。こ
の第４実施形態は、各スペース利用部材４３，４３を回動可能とし、且つ、前後方向にス
ライド移動可能に設けたものである。
　図１３に示されるように、各スペース利用部材４３，４３は、平面視で略半円状に形成
された底部材６０と、この底部材６０の仕切板２６側の端部から立設された側部材６１と
、底部材６０の円弧状端部から立設された湾曲側部材６２とを備えている。側部材６１に
は、その外面に沿ってスライド手段としてのスライダ６４が設けられ、このスライダ６４
に連結バー６５を介して回動手段としてのヒンジ６６が連結されている。ヒンジは、底板
２５に立設されるとともに、上部側で連結バー６５を支持している。
【００３５】
　以上の構成において、スペース利用部材４３，４３を利用する場合、コーナー引き出し
１２を前方に引き出した後、ヒンジ６６を中心位置としてスペース利用部材４３を図１３
に示される位置から図１４に示される位置に回動させる。その後、側部材６１が前後方向
に向けられた状態で、スライダ６４を介してスペース利用部材４３をコーナーＣ前方に移
動させることにより、前記開口部２７にスペース利用部材４３が跨るようになる。
【００３６】
　従って、このような第４実施形態によれば、前記第１実施形態と同様の効果が得られる
ばかりでなく、側板２０と背板２１との連結部分付近と開口部２７に跨る位置との間でス
ペース利用部材４３を移動させることができる。
【００３７】
　［第５実施形態］
　図１５ないし図１７には、本発明のキャビネットに係る第５実施形態が示されている。
この第５実施形態は、コーナー引き出し１２の出し入れ移動に伴ってスペース利用部材４
３を移動可能としたものである。
　同実施形態において、スペース利用部材４３は、コーナー引き出し１２の左側だけに配
置され、前記第２実施形態と同様に、支持面部５４Ａとの間に設けられた二本のスライダ
５５を介してスライド移動可能に設けられている。スペース利用部材４３の底側には、コ
ーナー引き出し１２の収納体３４側に延びる長片板状の突出部材６８が設けられ、この突
出部材６８の先端上面側にローラ６９（図１６（Ｂ）参照）が支持されている。
　また、収納体３４の上方位置には、下方を開放するＣチャンネル状のレール７０が設け
られ、このレール７０は、収納体３４における左側の側板３８の前端側から右側の側板３
８の後端側を掛け渡すように配置されている。レール７０は、その内部にローラ６９を受
容しつつ、延出方向に沿ってローラ６９を移動させるようになっている。ここにおいて、
スライダ５５、突出部材６８、ローラ６９及びレール７０により移動部材が構成される。
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【００３８】
　以上の構成において、スペース利用部材４３にアクセスする場合、コーナー引き出し１
２を前方に引き出せばよい。これにより、ローラ６９がレール７０における左側の側板３
８の前端側から右側の側板３８の後端側へスライドし、ローラ６９が図１５中右下方向に
移動する。この移動によってスペース利用部材４３が図１５の初期位置からコーナーＣ前
方に移動し、図１７に示される状態となり、スペース利用部材４３内に使用者がアクセス
可能となる。
　一方、この状態から、コーナー引き出し１２を後方に押し戻すと、前述と逆の要領によ
り、ローラ６９及びレール７０を介してスペース利用部材４３が前記初期位置に向かって
移動し、図１５に示される状態とすることができる。
【００３９】
　従って、このような第５実施形態によれば、コーナー引き出し１２の出し入れ移動を行
うことにより、スペース利用部材４３を直接操作することなく出し入れすることができ、
スペース利用部材４３の取扱性をより向上させることが可能となる。
【００４０】
　［第６実施形態］
　図１８ないし図２０には、本発明のキャビネットに係る第６実施形態が示されている。
この第６実施形態は、コーナー引き出し１２を前方に引き出した状態で回転可能に設け、
当該回転によりスペース利用部材４３を移動可能としたものである。
　同実施形態において、スペース利用部材４３は、前記第５実施形態と同様に配置されて
スライド移動可能に設けられている。また、スペース利用部材４３に対し、第５実施形態
と略同構造の突出部材６８に下向きとなるローラ６９が設けられている。
　収納体３４の左側の側板３８には、前後方向に延びるスライダ７２が設けられている一
方、左側の側板２０の前方内面側には、ヒンジ部材７３が設けられている。このヒンジ部
材７３は、前記スライダ７２を介してコーナー引き出し１２を片持ち支持するとともに、
スライダ７２を前後方向に案内可能に設けられている。ヒンジ部材７３は、コーナー引き
出し１２を引き出し限まで引き出したときに、コーナー引き出し１２を平面視で時計方向
に回転させる（図１９及び図２０参照）。ヒンジ部材７３には、前後方向に延びるレール
７４が設けられ、このレール７４は、上方を開放するＣチャンネル状に設けられて前記ロ
ーラ６９を受容するようになっている。ここにおいて、突出部材６８、ローラ６９及びレ
ール７４により連結部材が構成される。
【００４１】
　以上の構成において、図１９及び図２０に示されるように、コーナー引き出し１２を引
き出し限まで引き出した後、ヒンジ部材７３を中心として時計方向に回転させると、ロー
ラ６９がレール７０の前側にややスライドしつつ図中右下方向に移動する。これにより、
スペース利用部材４３が図１９の初期位置からコーナーＣ前方に移動し、スペース利用部
材４３内にアクセス可能となる（図２０参照）。
　一方、この状態から、反時計方向にコーナー引き出し１２を回転させることにより、前
述と逆の要領によってローラ６９が移動し、スペース利用部材４３を前記初期位置に向か
って移動させることができる。
【００４２】
　従って、このような第６実施形態によれば、コーナー引き出し１２の回転操作によって
スペース利用部材４３の出し入れ移動を行うことが可能となる。
【００４３】
　［第７実施形態］
　図２１ないし図２３には、本発明のキャビネットに係る第７実施形態が示されている。
この第７実施形態は、平面視で略直交する方向に向けられた第１及び第２のスライド手段
７７，７８を介してスペース利用部材４３を移動可能としたものである。
　第１のスライド手段７７は、前後方向に向けられた伸縮自在な二本のスライダにより構
成され、スペース利用部材４３における底部材４５の下面に取り付けられている。一方、
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第２のスライド手段７８は、左右方向に向けられた伸縮自在な二本のスライダにより構成
され、前記支持面部５４Ａに取り付けられている。第１及び第２のスライド手段７７，７
８は、底部材４５と略相似形の中間板７９を介して連結されている。
【００４４】
　以上の構成において、スペース利用部材４３にアクセスする場合、先ず、図２２に示さ
れるように、コーナー引き出し１２を引き出した後、第２のスライド手段７８を介してス
ペース利用部材４３及び中間板７９を右方向に移動する。そして、コーナー引き出し１２
の後方までスペース利用部材４３を移動させた後、第２のスライド手段７８を介してスペ
ース利用部材４３をコーナーＣ前方に引き出すことにより、スペース利用部材４３が開口
部２７に跨るように位置することとなる。
【００４５】
　従って、このような第７実施形態によれば、スペース利用部材４３を平面視で二つの異
なる方向に移動させて当該スペース利用部材４３の出し入れを行うことができる。
【００５１】
　［第８実施形態］
　図２４ないし図２６には、本発明のキャビネットに係る第８実施形態が示されている。
この第８実施形態は、第３実施形態の左側のスペース利用部材４３を、コーナー引き出し
１２の出し入れ移動に伴って移動可能としたものである。
　同実施形態において、スペース利用部材４３及び下段のコーナー引き出し１２の各後側
には、紐状若しくは帯状の連結体９０が取り付けられている。この連結体９０は、その一
端側がスペース利用部材４３における第１の側部材４６の後端側に接続されている一方、
他端側が収納体３４における背板３７の左右方向中央部に接続されている。連結体９０は
、コーナー引き出し１２の後方における底板２５上に設けられたローラ９１に掛け回され
ている。
　図２６に示されるように、スペース利用部材４３における第３の側部材４８の下部には
、底部材４５より下方に延びる垂下面部９２が連設されている。この垂下面部９２は、収
納体３４における背板３７と左側の側板３８との間のコーナー部に当接するように設けら
れている。ここにおいて、ヒンジ５８、連結体９０、ローラ９１及び垂下面部９２により
移動部材が構成される。
　なお、下段のコーナー引き出し１２は、その背板３７が各側板３８，３８に直交して左
右方向に沿う形状とされ、一対のスライダ８６，８６を介して前後にスライド移動可能と
される。
【００５２】
　以上の構成において、コーナー引き出し１２を前方に引き出すことにより、連結体９０
がスペース利用部材４３を図２４中右上方向に引っ張られ、時計方向に回転することとな
る。これにより、スペース利用部材４３が図２９の初期位置から収納体３４の後方に移動
し、当該スペース利用部材４３にアクセス可能な状態となる（図２５参照）。
　一方、この状態から、コーナー引き出し１２を後方に押し戻すと、収納体３４の後部コ
ーナー領域により垂下面部９２を後方に押圧し、スペース利用部材４３が反時計方向に回
転して前記初期位置に復帰する。
【００５３】
　従って、このような第８実施形態によれば、コーナー引き出し１２の出し入れ移動を
行うことにより、スペース利用部材４３を直接操作することなく回転移動させることがで
きる。
【００５４】
　本発明を実施するための最良の構成、方法などは、以上の記載で開示されているが、本
発明は、これに限定されるものではない。
　すなわち、本発明は、特定の実施の形態に関して特に図示し、且つ、説明されているが
、本発明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上に述べた実施例に対し
、形状、位置若しくは方向、その他の詳細な構成において、当業者が様々な変形を加える
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ことができるものである。
　従って、上記に開示した形状などを限定した記載は、本発明の理解を容易にするために
例示的に記載したものであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状などの
限定の一部若しくは全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるもので
ある。
【００５５】
　例えば、キャビネット本体１１は、種々の設計変更が可能であり、例えば、コーナーＣ
を平面視で略円弧状をなす湾曲形状に形成したり、コーナーＣを二つ含む平面視略コ字状
に形成してもよい。
　また、コーナー引き出し１２の左右両側に設けたスペース利用部材４３，４３の何れか
一方を省略した構成としたり、スペース利用部材４３を網籠状に形成してもよく、更には
、第５～第７実施形態、第８実施形態のように左右何れか一方にのみスペース利用部材４
３を設ける場合には、他方側に適宜着脱自在或いは固定式の棚板等を設ける構成としても
よい。また、上記各実施形態をコーナー引き出し１２の左右両側において適宜違う形態を
採用して組合せることも勿論可能であり、使用者の幅広いニーズに柔軟に対応することが
できるキャビネットを提供することができる。
　更に、前記各実施形態において、スペース利用部材４３を移動させる移動部材やスライ
ド手段をスライダ５０，５５，６４としたり、回動手段をヒンジ５８，６６としたりした
が、各実施形態で述べた作用と同様の作用を奏する限りにおいて、種々の設計変更が可能
である。
　更に、本発明は、キッチンに配置されるキャビネット１０に限られず、リビングに配置
されるコーナー家具等の種々の家具に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明は、主に、キッチン等の室内空間におけるコーナー部に配置される家具に利用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第１実施形態に係るキャビネットの概略斜視図。
【図２】前記キャビネットのコーナー引き出し周りの概略分解斜視図。
【図３】図２のＢ－Ｂ線に沿う断面図。
【図４】図３のＣ－Ｃ線に沿う断面図。
【図５】図３のＤ－Ｄ線に沿う断面図。
【図６】図３中Ｅ方向からみたコーナー箱体の図。
【図７】コーナー引き出しを引き出した状態の図２と同様の断面図。
【図８】第２実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
【図９】図８のＦ－Ｆ線に沿う断面図。
【図１０】図８のＧ－Ｇ線に沿う断面図。
【図１１】コーナー引き出しを引き出した状態の図８と同様の断面図。
【図１２】第３実施形態に係るキャビネットの図７と同様の断面図。
【図１３】第４実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
【図１４】第４実施形態に係るキャビネットの図７と同様の断面図。
【図１５】第５実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
【図１６】（Ａ）は、第５実施形態に係るキャビネットの一部を断面視した概略斜視図、
（Ｂ）は、ローラ及びレールの連結状態を示す概略断面図。
【図１７】第５実施形態に係るキャビネットの図７と同様の断面図。
【図１８】第６実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
【図１９】コーナー引き出しを引き出した状態の図１８と同様の断面図。
【図２０】スペース利用部材を引き出した後の図１８と同様の断面図。
【図２１】第７実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
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【図２２】スペース利用部材を引き出す中間状態を示す図２１と同様の断面図。
【図２３】スペース利用部材を引き出した後の図２１と同様の断面図。
【図２４】第８実施形態に係るキャビネットの図３と同様の断面図。
【図２５】コーナー引き出しを引き出してスペース利用部材を移動させた後の図２４と同
様の断面図。
【図２６】図２５の要部拡大斜視図。
【図２７】従来例に係るキャビネットの平面図。
【符号の説明】
【００５８】
　１０・・・キャビネット（家具）、１１・・・キャビネット本体（家具本体）、１２・
・・コーナー引き出し、２０・・・側板、３２・・・前板（前部材）、３２・・・収納空
間、３４・・・収納体、４１・・・スライダ、４３・・・スペース利用部材、５０・・・
スライダ（移動部材）、５４Ａ・・・支持面部、５５・・・スライダ（移動部材）、５８
・・・ヒンジ（回動手段）、６４・・・スライダ（スライド手段）、６６・・・ヒンジ（
回動手段）、７３・・・ヒンジ部材、７７・・・第１のスライド手段、７８・・・第２の
スライド手段、Ｃ・・・コーナー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】

【図２７】



(18) JP 4510552 B2 2010.7.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０６－３２７５１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０７５８３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５８－１９０４０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０２８０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０７０５７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３０８５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５３３３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－０１３８３９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭６２－１２３１４４（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４７Ｂ　　７７／０４　　　　
              Ａ４７Ｂ　　８８／００　　　　
              Ａ４７Ｂ　　４９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

